
令和４年度第２回名張市国民健康保険運営協議会事項書 
               と き：令和５年２月９日（木）午後３時～ 
               ところ：名張市役所 庁議室 
 
 
１．開 会 
 
 
２．あいさつ 
 

 
 
３．議 事 
（１）会長・副会長の選任について                     

 

 

（２）名張市国民健康保険被保険者数等の推移について         資料１ 

 

 

（３）令和５年度名張市国民健康保険特別会計予算（案）について    資料２ 

 

 

（４）保健事業について                       資料３ 

 

 

（５）その他                            資料４ 

 

 

 

４．閉 会 



 
 

 名張市国民健康保険運営協議会委員名簿 
  

                                               令和５年２月 

※  被保険者を代表する委員 

 

氏     名  当初就任年月 任期満了年月 備   考  

田  畑  純  也  平成 19 年 4 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

福 持 幸 郎  平成 31 年 4 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

米 山 暢 子  令和 4 年 6 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

森 岡 千 枝  令和 4 年 6 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

森 本 祐 子  令和 4 年 6 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

 

※  保険医を代表する委員 

 

久 保 将 彦  平成 15 年 4 月  令和 7 年 5 月 名賀医師会 

松 村 典 彦  平成 29 年 4 月  令和 7 年 5 月 名賀医師会 

上 坂 太 祐  平成 31 年 4 月  令和 7 年 5 月 名賀医師会 

新 谷 継 郎  平成 13 年 4 月  令和 7 年 5 月 伊賀歯科医師会 

武 田 良 一  平成 17 年 4 月  令和 7 年 5 月 伊賀歯科医師会 

 

※ 公益を代表する委員 

 

髙 尾 松 男 令和 4 年 6 月 令和 7 年 5 月 地域づくり代表者会議 

森  本  高  子  平成 25 年 4 月  令和 7 年 5 月 更生保護女性会 

名 倉   豊 令和元年 12 月  令和 7 年 5 月 民生委員児童委員協議会連合会 

橘  恭  伸 令和 2 年 4 月 令和 7 年 5 月 食生活改善推進協議会 

森 川 郁 代  令和 4 年 6 月 令和 7 年 5 月 スポーツ推進協議会 

 

※  被用者保険を代表する委員 

 

井 ノ 口  晋 令和 2 年  7 月  令和 7 年 5 月 健康保険組合（三重県農協健康保険組合） 

新 屋 泰 博 令和  2 年  2月 令和 7 年 5 月 全国健康保険協会三重支部 

岡田 あずさ 令和 3 年  4 月  令和 7 年 5 月 地方職員共済組合三重支部 
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《歳　　　入》 （単位：千円）

４年度 5年度 増　減 摘　　　　要

1,505,630 1,474,530 △ 31,100
国民健康保険税　現年分  1,424,030
　　　　　　　　　　 　滞納分 　　50,500

7,692 7,692 0 特定健診自己負担金

700 700 0 督促手数料

0 0 0

6,326,731 6,303,131 △ 23,600

　　普通交付金　6,103,710
　　特別交付金　　199,421
       保険者努力支援分　40,984
　　　 特別調整交付金　　　9,308
　　　 県繰入金　　　　　　125,421
　　　 特定健診等負担金  23,708

568,313 546,304 △ 22,009

保険基盤安定繰入金　416,000
未就学児均等割保険税軽減繰入金　2,483
職員給与等繰入金　119,521
出産育児一時金等繰入金　8,300

55,000 50,000 △ 5,000 前年度からの繰越金

14,834 14,443 △ 391 延滞金、返納金、第三者納付金　等

8,478,900 8,396,800 △ 82,100

《歳　　 出》　 （単位：千円）

４年度 5年度 増　減 摘　　　　要

126,271 119,521 △ 6,750
職員人件費、電算システム使用料、
国民健康保険団体連合会共同処理委託料　等

6,146,720 6,146,720 0
一般被保険者　6,126,660
退職被保険者　　　　 　60

1,982,083 1,886,000 △ 96,083 県への納付金

10 10 0 国民健康保険団体連合会共同事業拠出金

135,329 138,049 2,720 特定健診・特定健診プラス委託料　等

78,487 96,500 18,013
一般会計繰出金、被保険者税還付、
国県費償還金　等

10,000 10,000 0

8,478,900 8,396,800 △ 82,100

予　備　費

合　　　　計

総　務　費

保険給付費

国保事業費納付金

共同事業拠出金

保健事業費

諸 支 出 金

科　　　　目

　　　　　　　　　令和５年度 名張市国民健康保険特別会計　当初予算（案）　前年度対比

科　　　　目

国民健康保険税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

繰入金

繰越金

諸収入

合　　　　計

資料 ２
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                  資料 ３ 
令和５年度 事業計画（案） 

 

１．特定健康診査・特定保健指導 

 名張市特定健康診査等実施計画に基づき、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となる生活

習慣を改善するための保健指導を行い、メタボリックシンドローム（内蔵脂肪症候群）の該

当者・予備群を減少させることにより、糖尿病等の生活習慣病予防につなげることが目的の

「特定健康診査」及び「特定保健指導」を行う。 
 
【特定健康診査】 

◇対象者    40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者 

◇実施期間   令和５度については調整中 

令和４年度は7月～11月 個別健診実施、がん検診と同時実施 

別途、特定健診がん検診のセット健診、地区集団健診を実施 

◇受診方法   名張市から送付した受診券により、三重県内の指定医療機関又は集

団健診で受診 

◇検査内容   三重県医師会と代表保険者による委託契約に基づく健診項目 

◇周知方法   国保だより、市広報、市ホームページ、ラジオ等により啓発、地域

づくり組織と連携して受診率向上の啓発に努める 

◇自己負担   ５００円 

ただし基本健診受診者に対してケンコー！マイレージ 

５ポイント還元（５００円分） 

◇受診者への結果通知  医療機関より受診者へ直接郵送 

            集団健診は結果説明会にて返信 
 

【特定保健指導】 

特定健康診査の受診結果により、保健指導対象者に対して、積極的支援・動機付け

支援を健康・子育て支援室と連携して実施する。 

 

２．特定健診プラス【肺プラス】【肺大プラス】 

◇対象者    40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者 

◇実施期間   令和５年度については名賀医師会と協議 

令和４年は7月～11月 個別健診実施 

別途、特定健診がん検診のセット健診、地区集団健診を実施 

◇受診方法   名張市から送付した受診券により、名張市内の指定医療機関又は集

団健診で受診 

◇検査内容   特定健診検査項目に加えて、肺がん検診、大腸がん検診 等 

◇周知方法   国保だより、市広報、市ホームページ、ラジオ等により啓発、地域

づくり組織と連携して受診率向上の啓発に努める 

◇自己負担   【肺プラス】９００円 

【肺大腸プラス】１，５００円 
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                                    （資料３別紙） 

 
 令和４年度 特定健康診査・特定保健指導等の取り組みについて 
 
 
１．令和３年度実績（法定報告） 

 （１）特定健診受診率 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

対象者数（人） 14,145 13,700 13,423 13,012 12,663 12,579 12,245 

受診者数（人） 5,332 5,333 5,489 5,511 5,454 5,454 5,396 

受診率 37.7％ 38.9％ 40.9％ 42.4％ 43.1％ 43.4％ 44.1％ 

 

 

（２）特定保健指導実施率 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

対象者数（人） 687 580 589 573 519 481 507 

実 施 数（人） 113 91 123 148 111 121 105 

実施率 16.4％ 15.7％ 20.9％ 25.8％ 21.4％ 25.2％ 20.7％ 

※ 法定報告：対象者・受診者とも当該実施年度の 1年間を通じて加入している者が対象。

（年度途中での加入・脱退等異動のあった者を除いた数）。毎年、11 月頃に確定数が 

発表される。 
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２．令和４年度取り組み・実績見込み状況 

【取り組み】 

・ がん検診と特定健診の集団セット健診の実施（全 7回 ） 

・ 地域での集団特定健診の実施（15 地区） 

・ 特定健診未受診者へ受診タイプ別（毎年受診、まだら受診、受診履歴なし+生活習

慣病あり、受診履歴なし+生活習慣病なし+40 歳）受診勧奨通知 10 月 

・ 任意による特定健診同等内容の情報提供依頼ハガキの送付 2月 

・ 健診受診者全員へケンコーマイレージ 5ポイント付与（500 円相当） 

・ 集団特定健診受診者への結果説明会の実施 

・ 集団特定健診結果説明会時、特定保健指導、初回面接同時実施 

・ 医療機関特定健診受診者への結果勉強会の実施 

・ 特定保健指導の実施 

・ 糖尿病重症化予防事業受診勧奨通知７月 

・ 糖尿病性腎症重症化予防事業保健指導の実施 

・ 地域への委託：生活習慣病予防普及のための人材育成事業委託 

   

【実績見込み】 

・ 1 月請求分での総受診者数 4,460 人 

◇特定健診総受診者数 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

特定健診の

総受診者数

(131 より抽出) 

うち、特定健診プラス 

受診者数 受診割合 備考 

22 年度 3,980 人 2,362 人 59.3％ 特定健診プラスの名称へ。 

自己負担額 2,000 円 23 年度 4,005 人 2,536 人 63.3％ 

24 年度 5,127 人 3,738 人 72.9％ 

自己負担額 1,000 円 

25 年度 5,409 人 4,117 人 76.1％ 

26 年度 5,461 人 4,372 人 80.1％ 

27 年度 5,332 人 4,620 人 86.6％ 

28 年度 5,792 人 4,786 人 82.6％ 

29 年度 5,715 人 4,894 人 85.6％ 

30 年度 6,006 人 4,708 人 78.3％ 

R1 年度 5,683 人 4,496 人 79.1％ 

自己負担額 

肺プラス 900 円 

肺大プラス 1,500 円 

R2 年度 5,855 人 4,560 人 77.9％ 

R3 年度 5,916 人 4,586 人 77.5％ 

R4 年度 

1 月請求

分まで 
4,460 人 3,821 人 85.7％ 
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３．令和５年度の取り組み予定 

・ がん検診と特定健診の集団セット健診の実施 

・ 特定健診肺プラスと肺大プラスの実施 

・ 未受診者への受診勧奨、啓発を強化 

・ 地域と協働で特定健診受診率向上への取り組み 

・ データヘルス計画の推進 

・ 糖尿病性腎症重症化予防事業 

・ 重複頻回受診者保健指導 

・ 健康づくりポイント制度の実施 
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１ 名張市国民健康保険税条例の一部改正について（案） 

（１）改正理由 

   国民健康保険税の課税の特例措置を令和５年度における課税についても延長して適

用するため、所要の改正を行います。 

 

（２）主な改正内容 

令和２年度から令和４年度までにおける国民健康保険税の課税の特例措置を令和５

年度の課税についても延長して適用します。 

 

【参考】国⺠健康保険税率等 

 所得割額 均等割額 平等割額 

税額算定基礎 
加入者の前年中の 
総所得⾦額等−基礎 
控除額に対して 

世帯の加入者数に応
じて（一人当たり） 

１世帯当たり 

医療分 
８．９６％ 

 
８．２２％ 

２６，４００円 
 

２４，６００円 

２４，２００円 
 

２３，１００円 

後期高齢者 
支援⾦分 

２．６４％ 
 

２．５８％ 

８，６００円 
 

８，４００円 

８，０００円 
 

７，８００円 

介護分 
２．３０％ 

 
２．１４％ 

９，９００円 
 

９，３００円 

５，６００円 
 

５，５００円 

※      内は、改正後の特例措置の適用前の税率及び税額です。 
          内は、改正後の特例措置の適用後の税率及び税額です。 

 

（３）施行期日 

令和５年４月１日から施行します。 

 

資 料 ４ 
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２ 制度改正について（予定） 

 

（１） 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の限度額を２２万円（現行２０万 

円）に引き上げ（令和５年４月１日施行） 

 

（２） 世帯の所得が一定額以下の場合に、国保税を軽減する基準について、５割軽減の対

象となる所得の算定において被保険者数に乗ずる金額を２９万円（現行：２８万  

５,０００円）に、２割軽減の対象となる所得の算定において被保険者数に乗ずる金

額を５３万５，０００円（現行：５２万円）に引き上げ（令和５年４月１日施行） 

 

（３） 出産育児一時金の支給額については、現行の４０万８千円から４８万８千円に引 

き上げ（令和５年４月１日施行） 
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